
相続法を勉強 していると、相続実務の力強さに圧

倒 される。その典型例は、公証実務が編み出したい

わゆる 「防目続 させる』旨の遺言」に関する平成 3

年最高裁判決であろう。この判決の論点は、法定相

続 ・遺言 ・遺留分の関係 とい う基本問題から介護 と

相続 とい う切迫 した難問まで、多岐にわた りしかも

根深い。かような状況は、民法の看板を掲げつつロー

マ法の勉強を続ける者にとつて、二重の意味で興味

深い。第下に、相続法理論が、クライアン ト (遺言

者)の 利益を最優先する相続実務に追随し、オルタ

ナティブを提示できていないこと、第二に、相続実

務が相続法理論に先行 しこれを凌鴛する中で、現実

に法が生み出されていることである。いずれもロー

マ遺言法と比較するとおもしろい。ここでは後者を

中心に述べたい。

『学説彙纂Digesta』は遺言関連の多数の法文を収

録する。各法文の理解はしばしば容易でない。その

ひとつの理由は、ローマ人の常識に属する事項が法

文内では直接には語られないことである。留学のテー

マであつたローマ遺言実務は、書かれざる常識の一

例である。これは碑文学やパピルス学の助力を得て、

当時の遺言証書を具体的に検討する中で少 しずつ明

らかにされている (例えば、遺言文例集の存在や多

様な遺言実務家の働きが知 られる)。極めて厳格な

要式行為であるローマの遺言は、充実 した遺言実務

を前提 としてはじめて存在可能 となるのであろう。

そして、例えば遺言処分に付 された停止条件が、時
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代が進むにつれてバージョンアップされてゆく過程

をみるにつけ、遺言法が遺言実務 と裁判例 (法学者

が判断に影響を与える)の 相剋の中で形成 されたこ

とを痛感するのである。

滞在先のミュンヘン大学法学部レオポル ド・ヴェ

ンガー法制史研究所 (古代法史 ・パピルス研究部門)

は、教授陣の高い学識、充実 した図書館、フレン ド

リーな雰囲気など、申し分のない環境であつた。 し

かし、勉強不足のツケは直ちに語学面で現れた。パ

ピルス学は国際的な共同研究の中で展開されたので、

その成果は西ヨーロッパ主要言語で発表 される。ま

た、パピルス史料は、ギリシア語圏の証書慣行の故

にギツシア語で書かれたものが多い。筆者にとつて

は、あらゆる面で気合いと根性の世界であつた。特

に、筆者のギリシア語はまさにアルファ ・ベータの

レベルであり、パピルスの前には無力であつた。受

入れのビュルグ教授は、ラテン語のパピルスだけで

も相当得るものがあるとおつしゃるが、慰めであろ

う。研究所の諸氏は語学堪能である。彼 らにとつて

西ヨーロッパ主要言語 ・ラテン語 ・ギリシア語は常

識であり、ヘブライ語や楔形文字諸言語を読む者も

多い。ここまで来るとドイツ語ひとつ満足にできな

いのはただの勉強不足である。実際ゼミに多くの辞

書 ・文法書を持ち込んでいたのは筆者だけであった。

そのような中で、ビュルゲ教授が2009/10年冬学

期のゼ ミのテーマを 「ローマにおける遺言証書」と

定めて下さつたことには感謝の言葉もない。ゼミを

通 じて、不十分ながらも碑文 ・パピルス史料を読む

訓練を積むことができたほか、古典期後の遺言に関

する報告の機会までもいただいた。報告内容は近く

神奈川法学へ投稿 したいと思 う。

既に紙幅が尽きた。最後に、筆者の留学を援助 し

て下さつた各方面の関係者 一― とりわけ本学およ

び ミュンヘン大学の同僚諸氏、そして現地で苦楽を

ともにしてくれた家族 十一 に、この場を借 りて感

謝を申し上げる。

(法学部准教授)
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